
三重県先天性代謝異常等検査事業実施要綱 新旧対照表                    （平成 31年 4月 1日） 

新 旧 

三重県先天性代謝異常等検査事業実施要綱（案） 

 

第１条～第５条 略  

（実施機関） 

第６条 本事業の実施機関は、次のとおりとする。 

１ 略 

２ スクリーニング検査機関（以下「検査機関」という。）

は、知事が適当と認め、検査を委託した検査機関とする。 

 

３ 略 

（検査の実施） 

第７条 検査は、次のとおり関係機関相互の協力により実施 

するものとする。 

１ 県は、市町を介して「先天性代謝異常等検査申込書」（様

式 1）を保護者へ配布する。 

 

 

 

２ 検査機関は、「先天性代謝異常等検査採血用ろ紙」（様式

2）、「先天性代謝異常等検査依頼書」（様式 3及び 3の 2）

及び「検体送付用封筒」（様式 4）を採血医療機関へ配布

する。 

３ 採血医療機関 

（１）～（２） 略 

三重県先天性代謝異常等検査事業実施要綱 

 

第１条～第５条 略  

（実施機関） 

第６条 本事業の実施機関は、次のとおりとする。 

１ 略 

２ スクリーニング検査機関（以下「検査機関」という。）

は、三重県保健環境研究所及び知事が適当と認め、検査を

委託した検査機関とする。 

３ 略 

（検査の実施） 

第７条 検査は、次のとおり関係機関相互の協力により実施 

するものとする。 

１ 県は、市町を介して「先天性代謝異常等検査申込書」（様

式 1）を保護者へ、保健所を介して「先天性代謝異常等検

査採血用ろ紙」（様式 2）、「先天性代謝異常等検査依頼書」

（様式 3 及び 3 の 2）及び「検体送付用封筒」（様式 4）

を採血医療機関へ配布する。 

（新規） 

 

 

 

２ 採血医療機関 

（１）～（２）略 

資料 5-5 
 



（３）別に定める「先天性代謝異常等検査採血実施要領」に

基づき児の採血を行う。採血した血液は、「先天性代謝

異常等検査採血用ろ紙」に塗布し、当該ろ紙の複写紙 1

枚目を採血医療機関で保存し、残りのろ紙に「先天性代

謝異常等検査依頼書」の複写紙 2枚目を添えて、指定の

封筒にて検査機関へ速やかに送付する。検査機関への検

体の到着が、採血後８日以上遅れた場合は検体不備とす

る。 

（４）略 

４ 検査機関 

（１）略 

（２）検査項目は別表のとおりとする。 

 

（３）略 

（４）検査の結果、再検査となった場合は、再検査通知（様

式 5）、スクリーニング結果（様式７）を速やかに該当

採血医療機関へ通知する。 

（５）検査の結果、要精密検査となった場合は、直ちに採血

医療機関に電話による連絡、及び様式８又は様式８の２

を速達で送付するとともに、県へ連絡（様式９）する。 

（６）～（８） 略 

５ 精密検査医療機関 

（１）～（２） 略 

６ 県 

（１）～（２） 略 

（文書等の保存及び廃棄） 

（３）別に定める「先天性代謝異常等検査採血実施要領」に

基づき児の採血を行う。採血した血液は、「先天性代謝

異常等検査採血用ろ紙」に塗布し、当該ろ紙の複写紙 1

枚目を採血医療機関で保存し、残りのろ紙に「先天性代

謝異常等検査依頼書」の複写紙 2枚目を添えて、指定の

封筒にて検査機関へ速やかに送付する。検査機関への検

体の到着が、採血後 10 日以上遅れた場合は検体不備と

する。 

（４）略 

３ 検査機関 

（１）略 

（２）検査項目、要再検査基準値及び要精密検査基準値は、

別表のとおりとする。 

（３）略 

（４）再検査通知（様式 5）、スクリーニング結果（様式７）

を速やかに該当採血医療機関へ通知する。 

 

（５）検査の結果、要精密検査となった場合は、直ちに採血

医療機関に連絡（様式８及び様式８の２）するとともに、

県へ連絡（様式９）する。 

（６）～（８） 略 

４ 精密検査医療機関 

（１）～（２） 略 

５ 県 

（１）～（２） 略 

（新規） 



第８条 検査に係る文書及び電子データは年度毎に保存し、 

当該年度末の翌日から起算して５年を経過したものは、年 

度単位で廃棄するものとする。 

（協力依頼及び周知） 

第９条 略 

（１）～（３） 略 

（費用の負担） 

第１０条 略 

（１）略 

（２）検査に伴う採血（再採血を含む。）及び検体の検査機 

関への送付に要する費用は、保護者の負担とする。 

（３）検査結果の通知にかかる費用は、検査機関の負担と 

する。 

（４）略 

（事業の精度管理） 

第１１条 略 

（実施上の注意事項） 

第１２条 略 

（その他） 

第１３条 略 

 

附 則 略 

２ 略 

 

附 則 この要綱は、平成 26年 4月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

（協力依頼及び周知） 

第８条 略 

（１）～（３） 略 

（費用の負担） 

第９条 略 

（１）略 

（２）検査に伴う採血（再採血）及び検体の検査機関への送 

付に要する費用は、保護者の負担とする。 

（３）検査結果の通知にかかる費用は、県の負担とする。 

 

（４）略 

（事業の精度管理） 

第１０条 略 

（実施上の注意事項） 

第１１条 略 

（その他） 

第１２条 略 

 

附 則 略 

２ 略 

 

附 則 この要綱は、平成 26年 4月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 



附 則 この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 31年 4月１日から施行する。 

 

 

附 則 この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

（新規） 

 

 

 


